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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
手首部分及び掌部分にあてがって手首のかえりを規制する掌支持部と、
伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置した指骨部分に装着して指を拘束して支持す
る指支持部と、
この指支持部を牽引することにより指を曲げ方向に牽引する牽引手段と、
前記指支持部が装着された指を前記牽引手段で牽引する際に、前記指支持部を、前記関節
の伸展方向に移動させる移動手段と、を有し、
前記牽引手段による前記指支持部の牽引、及び前記移動手段による前記指支持部の移動に
より、前記指支持部により拘束された指骨の前記関節側の端部に、前方上向きに押し上げ
る力を作用させ、前記関節を前記伸展方向に引っ張りながら、指を曲げるリハビリテーシ
ョン装置。
【請求項２】
前記移動手段は、前記指の腹側に装着した前記指支持部の裏面側に設けた円筒状の回転ガ
イドと、この回転ガイドに挿入して前記回転ガイドを支持する支持軸を有し、
前記支持軸回りに回転ガイドを回転させることにより前記指支持部を前記伸展方向に移動
させることを特徴とする請求項１記載のリハビリテーション装置。
【請求項３】
前記支持軸は、前記指と交差する方向に延伸させて前記回転ガイドに挿通させる挿通部と
、この挿通部の両側にそれぞれ設けた接続部とを有し、この接続部の端部をそれぞれ前記
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掌支持部に接続するとともに、
前記挿通部は、人差し指側を小指側よりも前方に配置させた傾斜状とした
ことを特徴とする請求項２記載のリハビリテーション装置。
【請求項４】
前記指支持部は、前記指に当接させる支持板と、この支持板に前記指を拘束するベルトを
有し、
前記ベルトには、前記支持板とともに前記指を挟持する補助板を設けた
ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載のリハビリテーション装置。
【請求項５】
前記牽引手段は、前記掌支持部で支持された手の舟状骨に向けて牽引することを特徴とす
る請求項２～４のいずれか１項に記載のリハビリテーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リハビリテーション装置に関するものであり、特に、手の指の機能回復を目
的として用いられるいわゆるスプリント装具からなるリハビリテーション装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手や手の指を負傷したために、その治療として負傷部分の長期固定を余儀なくさ
れた場合には、指の運動に必要な筋力の低下だけでなく指の靱帯に短縮が生じることによ
り、握力の低下だけでなく指の曲がり角度が小さくなるなどの機能低下が生じることが知
られている。
【０００３】
　このような機能低下が生じると、日常生活の妨げとなることが多いため、低下した機能
を少なくとも日常生活に支障をきたさない程度に回復させる機能回復の訓練が行われてい
る。この機能回復の訓練を行う場合には、機能の回復を図る筋肉に所要の負荷を与えなが
ら運動させるいわゆるリハビリテーション装置が一般的に用いられている。
【０００４】
　特に、手あるいは手の指を負傷した場合には、治療のために指の根本を固定することが
多く、その結果、この指の根本の関節に伸展位拘縮が生じて指が曲がりにくくなることが
知られており、リハビリテーションによってこのような伸展位拘縮を解消させることが行
われている。なお、指の根本の関節はＭＰ関節と呼ばれている。
【０００５】
　伸展位拘縮を解消させるリハビリテーションは、リハビリテーションの開始直後の場合
には、療法士が手で伸展位拘縮の生じている手を直接曲げることによって行い、ある程度
まで回復することによってリハビリテーション装置が利用可能となると、あとはリハビリ
テーション装置を用いて行っている。
【０００６】
　この場合のリハビリテーション装置としては、ゴム紐などの弾性体を用いて指を曲げ方
向に付勢するものであり、ナックルベンダースプリント、エラスティックアウトリガース
プリント、カーペナーズスプリント、ダイナミックフィンガーフレクションスプリントな
どが知られている。これらのスプリントは、一般的に、手首部分及び前腕部分に装着する
手首用装具と、指部分に装着する指用装具と、指用装具を手首用装具に牽引するゴム紐と
で構成されるものであり、伸展位拘縮の形態に応じて指用装具の形態をそれぞれ工夫して
、ゴム紐による牽引によって指を折り曲げ姿勢に付勢しているものである。
【０００７】
　指が十分に曲がるようになり、さらに筋力を向上させる必要がある場合には、手の甲側
の所定位置にゴム紐の一端を固定する固定用装具を手首部分に装着するとともに、このゴ
ム紐の他端側には所定の指を挿入可能とした指用装具を設け、この指用装具に指を挿入し
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て、ゴム紐の付勢に抗して指を曲げることにより指の筋力を向上させるリハビリテーショ
ン装置も提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００１－０８７２９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の指の関節における伸展位拘縮を解消するリハビリテーション装置
では、単に指を曲げ姿勢としているだけでしかなく、側副靱帯や背側関節包の伸長には効
果があるものの、未だに以下の問題を有していた。
【０００９】
　すなわち、伸展位拘縮が生じた関節では、筋肉をはじめとする組織の収縮が生じている
ことによって隣り合った骨の間の間隔が正常な状態よりも狭くなっており、この状態で強
制的に指を曲げると、関節部分の軟骨が圧迫されることとなって、軟骨に損傷が生じるお
それがあった。
【００１０】
　療法士が直接的に行うリハビリテーションでは、このことを考慮したリハビリテーショ
ンが行われているが、リハビリテーション装置ではこの点が顧みられておらず、軟骨に損
傷が生じるおそれがあるあいだはリハビリテーション装置を用いることができなかった。
【００１１】
　したがって、リハビリテーションのスケジュールは、療法士のスケジュールを考慮する
必要があることから、いつでもリハビリテーションが行えるわけではなく、機能回復に要
する時間が長くなることとなっていた。
【００１２】
　本発明者らはこのような現状に鑑み、伸展位拘縮が生じた指の関節のリハビリテーショ
ンに適したリハビリテーション装置を提供すべく研究開発を行って、本発明を成すに至っ
たものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明のリハビリテーション装置は、手首部分及び掌部分にあてがって手首のかえりを規
制する掌支持部と、伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置した指骨部分に装着して
指を拘束して支持する指支持部と、この指支持部を牽引することにより指を曲げ方向に牽
引する牽引手段と、指支持部が装着された指を牽引手段で牽引する際に、指支持部を、伸
展位拘縮が生じている関節の伸展方向に移動させる移動手段と、を有し、牽引手段による
指支持部の牽引、及び移動手段による指支持部の移動により、指支持部により拘束された
指骨の伸展位拘縮が生じている関節側の端部に、前方上向きに押し上げる力を作用させ、
伸展位拘縮が生じている関節を伸展方向に引っ張りながら、指を曲げる。
【００１４】
　さらに、本発明のリハビリテーション装置では、以下の点にも特徴を有するものである
。すなわち、
（１）移動手段は、指の腹側に装着した指支持部の裏面側に設けた円筒状の回転ガイドと
、この回転ガイドに挿入して回転ガイドを支持する支持軸を有し、支持軸回りに回転ガイ
ドを回転させることにより指支持部を伸展位拘縮が生じている関節の伸展方向に移動させ
ること。
（２）支持軸は、指と交差する方向に延伸させて回転ガイドに挿通させる挿通部と、この
挿通部の両側にそれぞれ設けた接続部とを有し、この接続部の端部をそれぞれ掌支持部に
接続するとともに、挿通部は、人差し指側を小指側よりも前方に配置させて傾斜状とした
こと。
（３）指支持部は、指に当接させる支持板と、この支持板に指を拘束するベルトを有し、
ベルトには、支持板とともに指を挟持する補助板を設けたこと。
（４）牽引手段が掌支持部で支持された手の舟状骨に向けて牽引すること。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明のリハビリテーション装置は、指支持部が装着された指を牽引手段で牽引する際
に、指支持部を、伸展位拘縮が生じている関節の伸展方向に移動させる移動手段を設けて
いることにより、指を曲げ姿勢とした際に関節部分の軟骨が圧迫されることを防止できる
。
【００１６】
　したがって、指の伸展位拘縮の解消のために、比較的早い段階からリハビリテーション
装置を用いることができ、療法士を伴う必要がなく、在宅でのリハビリテーションも可能
となることにより、いつでもリハビリテーションを行えるので、短期間で機能回復を図る
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明のリハビリテーション装置は、伸展位拘縮が生じている指の関節のリハビリテー
ションを行う際に、伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置する指骨部分に装着した
指支持部を、関節の伸展方向に移動させながら指を曲げ方向に牽引しているものである。
【００１８】
　図１は、本実施形態のリハビリテーション装置の斜視図、図２は同平面図、図３は同側
面図であり、リハビリテーション装置は、手首部分及び掌部分にあてがって手首のかえり
を規制する掌支持部10と、伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置した指骨部分に固
定的に装着して指を支持する指支持部20と、この指支持部20を牽引することにより指を曲
げ方向に牽引する牽引手段30（図３参照）とで構成している。
【００１９】
　掌支持部10は、図１に示すように、伸展位拘縮を患う患者の掌から手首、さらには前腕
の中途部までにあてがう基体14と、この基体14の先端側で基体14に掌部分を拘束するため
の第１拘束ベルト11と、基体14の中間部で基体14に手首部分を拘束するための第２拘束ベ
ルト12と、基体14の先端側で基体14に前腕部分を拘束するための第３拘束ベルト13を設け
ている。
【００２０】
　本実施形態では、基体14は熱可塑性プラスチック製であって、熱可塑性プラスチック製
の板体を、手首部分を掌部分や前腕部分よりも細幅とした所定形状に整形し、加熱して軟
らかくした後、患者の手にあてがって型取りすることにより、患者の手に合った基体14と
している。
【００２１】
　また、基体14には、掌部分において親指と人差し指の間を通して手の甲側に反り返らせ
たガイド片14aを設けており、このガイド片14aを親指と人差し指との又部分に位置させて
掌支持部10を手に装着することにより、適正位置に装着可能としている。
【００２２】
　さらに、基体14は、前腕部分を前腕に沿って湾曲させることにより、掌支持部10を患者
の手に装着した際に、位置ズレを生じにくくすることができ、手首のかえりを規制しやす
くすることができる。
【００２３】
　第１拘束ベルト11と、第２拘束ベルト12と、第３拘束ベルト13は、それぞれ一端を接着
剤などで基体14に装着した帯体であって、裏面にはそれぞれ第１面ファスナ15を装着して
いる。
【００２４】
　基体14の所定位置には、第１面ファスナ15と結合する第２面ファスナ16をそれぞれ設け
ている。特に、第１拘束ベルト11の第１面ファスナ15と結合する第２面ファスナ16はガイ
ド片14aに設けて、手を確実に基体14に拘束して手首のかえりを防止している。
【００２５】
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　指支持部20は、図４に示すように、伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置した指
骨部分にあてがう略平板状の支持板21を備えており、この支持板21には支持板21に当接さ
せた指を拘束する指拘束用ベルト22を設けている。
【００２６】
　本実施形態では、指拘束用ベルト22は、図１に示すように、支持板21の左側に延出させ
た左側ベルト22Lと、支持板21の右側に延出させた右側ベルト22Rとで構成し、左側ベルト
22Lと右側ベルト22Rにはそれぞれ互いに結合する面ファスナを装着している。そして、支
持板21に所定の指を当接させた後、左側ベルト22Lと右側ベルト22Rとを指に巻き回して面
ファスナを結合させることにより、指を支持板21に拘束している。
【００２７】
　さらに、図５に示すように、指拘束用ベルト22'には、支持板21とともに指を挟持する
補助板25を設けてもよい。補助板25は、拘束する指の形状に沿って湾曲させておくことが
望ましい。
【００２８】
　ここで、指拘束用ベルト22'は、支持板21の裏面側に設けたベルトガイド26によって形
成したベルト挿通孔27に挿通させて支持板21に装着している。
【００２９】
　補助板25は、指拘束用ベルト22'の一方の端部に接着剤によって接着しており、補助板2
5の上側面側の指拘束用ベルト22'の表面には第１面ファスナ28を設け、指拘束用ベルト22
'の他端に設けた第２面ファスナ29と結合可能としている。
【００３０】
　この指拘束用ベルト22'で指を拘束する場合には、支持板21に当接させた指の背側に補
助板25を当接させ、補助板25の上側に位置した第１面ファスナ28に、指拘束用ベルト22'
の他端側の第２面ファスナ29を結合させて拘束している。
【００３１】
　この場合、指拘束用ベルト22'で拘束された指は、剛性を有する支持板21と補助板25と
で上下に挟まれることにより、指拘束用ベルト22'によって指の横腹に存在する欠陥を圧
迫することを防止できるので、血流を阻害することを防止できる。したがって、指拘束用
ベルト22'で指を比較的長時間拘束したとしても血行障害が生じることなく、リハビリテ
ーション装置を使用できる。
【００３２】
　本実施形態では、支持板21は、熱可塑性プラスチック製の平板で形成しており、特に、
所定幅の短冊状とした熱可塑性プラスチック製の平板を用いて以下のようにして形成して
いる。
【００３３】
　まず、短冊状の平板の所定位置にＵ字状の切れ込みを形成し、平板よりも細幅とした帯
状部を形成している。ここで、帯状部の長手方向は、短冊状の平板の長手方向としている
。帯状部の幅寸法は指の幅寸法程度とし、帯状部の長手方向の長さ寸法は約１０ｃｍ程度
としている。
【００３４】
　帯状部を形成した短冊状の平板を加熱して軟らかくした後、図１及び図３に示すように
、長手方向に巻き回して端部を接着剤などで結合することによりループ状とした円筒体23
を形成し、さらに、帯状部を円筒体の内側に折り込んでいる。円筒体23は、半径寸法を支
持板21に拘束される指の長さの約1.5倍程度としている。
【００３５】
　円筒体23の内側に折り込んだ帯状部は、円筒体23の半径方向に延伸させて、支持板21と
している。
【００３６】
　さらに、本実施形態では、図１及び図３に示すように、円筒体23の内側に折り込んだ帯
状部のうち、先端側を巻き回してロール状とした円筒体を形成している。この円筒体を後
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述する回転ガイド41としている。回転ガイド41の形成後、支持板21部分に接着剤で指拘束
用ベルト22を接着している。
【００３７】
　このように、支持板21及び回転ガイド41が形成された円筒体23は、図１及び図２に示す
ように、回転ガイド41に挿入した支持軸42を介して基体14に装着している。
【００３８】
　すなわち、支持軸42は、指と交差する方向に延伸させて回転ガイド41に挿通させる挿通
部42aと、この挿通部42aの両側にそれぞれ設けた接続部42b,42bとを有し、挿通部42aと接
続部42b,42bとで門形状として、接続部42b,42bの端部をそれぞれ掌支持部10の基体14に接
着剤で接着している。
【００３９】
　なお、支持軸42を基体14に接着する場合には、患者の所要の指を支持板21に装着し、か
つ患者の手に基体14を装着して、支持板21と基体14との位置関係を適正な位置関係とした
後に、円筒体23の回転ガイド41に挿入した支持軸42の両端を基体14に接着している。この
とき、略平板状の支持板21は、掌における平面とほぼ並行としている。
【００４０】
　指支持部20を牽引する牽引手段30は、図３に示すように、本実施形態ではゴム紐31であ
って、円筒体23の外周面に設けた第１フック24と、基体14の裏面に設けた第２フック17と
にゴム紐31を掛架することにより円筒体23を基体14側に牽引している。
【００４１】
　第１フック24は、Ｕ字状に成形したプラスチック材を接着剤で円筒体23の外周面に接着
することにより配設している。また、第２フック17は、Ｕ字状に成形したプラスチック材
を接着剤で基体14の裏面に接着することにより配設している。
【００４２】
　特に、第２フック17は、ゴム紐31による牽引方向が掌支持部10で支持された手の舟状骨
に向く位置に設けている。このように、牽引方向を手の舟状骨に向けることにより、指を
正しい方向に牽引して曲げることができ、機能回復の効果を向上させることができる。
【００４３】
　また、支持軸42はプラスチック製として弾性を有するようにしており、ゴム紐31による
牽引によって支持軸42の接続部42b,42bが適度に撓むようにしている。
【００４４】
　このように構成したリハビリテーション装置でリハビリテーションを行う場合には、患
者は、まず、第１～３拘束ベルト11,12,13を用いて基体14を手に装着し、次いで、図４（
ａ）に示すように、伸展位拘縮が生じている関節50の指先側に位置した指骨51部分を指拘
束用ベルト22により支持板21に固定的に装着して指を支持する。
【００４５】
　次いで、第１フック24と第２フック17にゴム紐31を掛架して支持板21に拘束された指を
牽引することにより、図４（ｂ）に示すように、円筒体23を支持軸42の挿通部42a回りに
回転させている。
【００４６】
　この円筒体23の回転の際に、挿通部42aが挿通された回転ガイド41は、挿通部42aに接し
た内周面を挿通部42aに対して摺動させて前方方向に移動するとともに、挿通部42a回りに
回転している。
【００４７】
　したがって、回転ガイド41と一体的に形成した支持板21も前方方向に移動しながら回転
し、支持板21に拘束された指骨51の伸展位拘縮が生じている関節50側の端部に、支持板21
によって図４（ｂ）中の符号Ｓの矢印で示すように前方上向きに押し上げる力を作用させ
て、伸展位拘縮が生じている関節50に対して伸展方向への引っ張りを生じさせることがで
きる。
【００４８】
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　このように伸展位拘縮が生じている関節50を伸展方向に引っ張りながら、挿通部42a回
りにおける支持板21の回転により指を曲げることによって、関節の軟骨に損傷を与えるこ
となく正しく指を曲げることができる。
【００４９】
　ここで、指支持部20の支持板21の裏面側に設けた円筒状の回転ガイド41と、この回転ガ
イド41に挿入した支持軸42は、指支持部20を牽引した際に支持板21を伸展位拘縮が生じて
いる関節の伸展方向に移動させる移動手段となっており、極めて簡単な構成で移動手段を
設けることができる。なお、回転ガイド41は必ずしも円筒体となっている必要はなく、支
持板21の裏面に装着したリングで構成してもよく、指支持部20の牽引にともなって、支持
板21に前方方向への移動を生じさせることができればよい。
【００５０】
　本実施形態のリハビリテーション装置は、最も伸展位拘縮が生じやすいＭＰ関節用であ
るが、基節骨と中節骨との間の関節であるＰＩＰ関節や、中節骨と末節骨との間の関節で
あるＤＩＰ関節において生じた伸展位拘縮に対しては、基体14や円筒体23などの形状を適
宜調整することにより同様に伸展位拘縮の改善を図ることができる。
【００５１】
　また、円筒体23は、指と交差する方向に延伸させて回転ガイド41に挿通させた支持軸42
の挿通部42aに沿って移動させることができ、円筒体23の支持板21に人差し指、中指、薬
指、小指のいずれかの指を拘束することにより、それぞれの指のＭＰ関節における伸展位
拘縮を改善することができる。
【００５２】
　特に、挿通部42aは、図２に示すように、各中手骨の長さの違いに応じて人差し指側を
小指側よりも前方に配置させて傾斜状としていることにより、指ごとに専用の円筒体23を
設けることなく利用可能とすることができる。
【００５３】
　しかも、挿通部42aは、傾斜状としたことによって、図２に示すように、円筒体23に拘
束されていない指を挿通部42aに掛けることができ、挿通部42aで指を支えることによって
手に余計な緊張状態を生じさせなくすることができる。したがって、リラックスした状態
でリハビリテーションを行えることにより、機能回復効果を更に向上させることができる
。
【００５４】
　なお、図６に示すように、場合によっては、円筒体23には、各指の指骨の長さに合わせ
て長さの異なる支持板21を適宜付け替え可能とし、各指に応じて支持板21の長さを調整す
ることにより、汎用性をさらに向上させてもよい。
【００５５】
　本実施形態では、支持板21を有する指支持部20を牽引するために円筒体23を設けている
が、指支持部20は必ずしも円筒体23を介して牽引する必要はなく、円筒体23と同等の機能
を有する他の構造としてもよい。
【００５６】
　また、本実施形態のリハビリテーション装置は、患者の手に装着可能としたスプリント
としているが、必ずしもスプリントとなっている必要はなく、例えば図７に示すように、
手首部分及び掌部分にあてがって手首のかえりを規制する掌支持部10'となる基台61と、
伸展位拘縮が生じている関節の指先側に位置した指骨部分に固定的に装着して指を支持す
る支持板62を備えた指支持部20'と、指支持部20'を牽引することにより指を曲げ方向に牽
引する牽引手段30'となるモータ63とで構成することもできる。
【００５７】
　この場合、支持板62は、前述した円筒体23と同一構成とした円筒体64に設けており、支
持板62の裏面には前述した回転ガイド41と同一構成の回転ガイド65を設けている。
【００５８】
　回転ガイド65には支持軸66を挿通させ、支持軸66の端部は基台61に装着している。支持
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軸66は、基台61に対して進退自在に装着しており、手の大きさに応じて基台61から円筒体
64までの距離を調整可能としている。
【００５９】
　円筒体64には、円筒体64を牽引する牽引用紐体69を掛けるフック67を設けており、この
フック67に掛けた牽引用紐体69の他端は、モータ63の回転軸に装着した巻き取りロール68
に接続している。
【００６０】
　そして、モータ63を回転駆動させることにより巻き取りロール68で牽引用紐体69を巻き
取り、円筒体64を牽引している。
【００６１】
　モータ63の出力軸には、牽引用紐体69に生じた張力を検出する検出手段を設けたり、あ
るいは牽引用紐体69の中途部に係掛させたテンションローラ（図示せず）を設けたりして
牽引用紐体69に作用した張力の検出を行い、牽引用紐体69が所定の張力に達したところで
巻き取りを停止して、所定時間その状態を維持し、その後、モータ63の出力軸を逆回転さ
せて牽引を解除可能としている。
【００６２】
　このような構成とすることによって、装着の手間を省いてリハビリテーションを行うこ
とができ、しかも、汎用性をもたせやすいので、スプリントとしてのリハビリテーション
装置を用いる必要ないが、リハビリテーションをした方が望ましい軽度の伸展位拘縮を患
う患者が気軽にリハビリテーションを行うことができる。
【００６３】
　このようなリハビリテーション装置は、病院やリハビリテーション施設に据え置きとし
てもよいし、小型化することにより可般式として病院と家庭との間で持ち運び可能として
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施形態に係るリハビリテーション装置の斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るリハビリテーション装置の平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係るリハビリテーション装置の側面図である。
【図４】要部説明図である。
【図５】指拘束用ベルトの説明図である。
【図６】他の実施形態のリハビリテーション装置の説明図である。
【図７】他の実施形態のリハビリテーション装置の説明図である。
【符号の説明】
【００６５】
　10　掌支持部
　11　第１拘束ベルト
　12　第２拘束ベルト
　13　第３拘束ベルト
　14　基体
　14a ガイド片
　15　第１面ファスナ
　16　第２面ファスナ
　17　第２フック
　20　指支持部
　21　支持板
　22　指拘束用ベルト
　22L 左側ベルト
　22R 右側ベルト
　23　円筒体
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　24　第１フック
　30　牽引手段
　31　ゴム紐
　41　回転ガイド
　42　支持軸
　42a 挿通部
　42b 接続部
　50　関節
　51　指骨

【図１】

【図２】

【図３】



(10) JP 5024872 B2 2012.9.12

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】



(11) JP 5024872 B2 2012.9.12

10

フロントページの続き

    審査官  毛利　大輔

(56)参考文献  特表平０３－５００７３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１６１３６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３３９４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公昭３９－００６１８９（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特開２００１－０８７２９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６４－０５０８１７（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｈ　　　１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

